
民間の超党派シンクタンク日本医療政策機構（東京・千代田）では、国民のための医療の実現を目指す民間会
議 「医療政策国民フォーラム」を運営中。8月13日（木）各党マニフェストの内容を検証し「質問状」を、政調会長
宛に提出。この度、民主党、公明党、日本共産党より、回答をいただきました。

マニフェスト（政権公約）における医療政策に関する質問状

【提出先】
自由民主党政務調査会長・保利耕輔氏／公明党政務調査会長・山口那津男氏
民主党政策調査会長・直嶋正行氏／日本共産党政策委員会・小池晃氏
社会民主党政策審議会長・阿部知子氏

【主な質問項目】

1.医療政策決定プロセス

2.医療政策の立案や評価に必要な情報や統計データの整備

3.医療政策を実行するにあたり国民に理解や納得を求めるメッセージ

【回答状況】（到着順）
民主党
公明党
日本共産党

※自由民主党、社会民主党は回答待ちです

「医療政策国民フォーラム」：マニフェスト提言

民主など三党から回答を得ました

連絡先：〒100-0014東京都千代田区永田町1-11-28 （7階）
Tel: 03-5511-8521（代） Fax: 03-5511-8523  （担当：遠藤）
e-mail: info@healthpolicy-institute.org
Web: www.healthpolicy-institute.org/

報道関係者各位

○医療政策国民フォーラムとは

このフォーラムは、「国民が創る、新しい医療」を掲げてスタートした民間会議である。医療提供者、政策立案者、市
民・患者、ジャーナリストなど医療に関わる多方面で活躍する委員約30名からなる政策委員会を組織し、世論調査や

シンポジウムなどを通じて集めた声も踏まえて委員が検討、立場や党派を超えて政策の選択肢を提示するとともに、
開かれた議論を通じて医療のあり方についての国民的議論を深めていくことを目指す。
http://www.healthpolicy-institute.org/ja/kokuminforum/

○質問の背景にある問題意識
これまで、医療政策は誰もが納得できる明確な根拠に基づいて、開かれたプロセスで立案・実施されてきたとは言い
難い。大多数の国民はわが国の医療政策決定プロセスの閉鎖性に極めて強い不満を持ち、政策に国民の声が反映
されていないと感じている。

また、医療に関する基本的な統計情報が整備されておらず、客観的データに基づいた政策の評価や決定ができてい
ない。たとえば、厚生労働省が発表する国民医療費は、その範囲を傷病の治療費に限っているため、実質的に公的
保険がカバーしている医療費のみを推計したものであり、正常な妊娠や分娩等に要する費用、健康診断・予防接種等
に要する費用、入院時室料差額分の患者負担などの費用は計上していないため、国民が利用する医療の状況を正確
に把握するためには極めて不十分である。

こうした状況は、国民の政治・行政に対する信頼を損ね、政府の政策立案・実行能力を低下させ、国民に負担や痛み
を強いる改革の遂行を困難にしている。医療の質を高めるのに必要な抜本改革を進めるためには、国民への必要な
情報の公開と政策プロセスの改革が不可欠である。

またマニフェストに掲げられた内容が、国民に対する単なる「サービス合戦」に陥ることなく、費用負担や医療サービス
利用のルールなど、国民が果たすべき役割についても明らかにする必要がある。
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1. 医療政策決定プロセス：
特定の利害関係者だけではなく、広く国民の声をあつめて政策を立案し、実行することができる、透
明で開かれた政策プロセスをどのようにつくりますか？例えば、国の審議会や検討会への市民・患者
の参加の仕組みをどのように作っていくか、またそれが形骸化しないためにどのような枠組みを作っ
ていくかなど、具体的な内容とその達成期限を明記してご回答ください。

自由民主党

公明党 「政策決定プロセスを透明化し、広く国民の声を反映する仕組みを制度化する」という趣旨に
ついては、全国約３０００名の地方議員、国会議員が、常に国民の声を聞くことから政策立案
してきた公明党として、当然、必要なことと考えており、賛成であります。

このため、例えば、がん対策基本法を制定した時にも、広く国民の声を反映させるため、幅広
い人材が参加する「がん対策推進協議会」の設置を求め、実現してきたところです。

今後も、医療政策決定のプロセスに、国民の声を反映させられるよう政府に働きかけてまい
りたいと考えています。

民主党 医療は提供する側と受ける側の協働作業です。各界・各層の代表の意見を幅広く聴取し、医
療の抜本改革に関する目標と工程を定めた基本方針を策定、建議する会議体の枠組みとそ
れを実現するための体制を確立します。高度救命救急を行う３次救急病院の開設等、国民
が生活圏内で必要な医療が受けられるよう、各都道府県が定める医療計画を抜本的に見直
します。また、中央社会保険医療協議会の構成・運営などの改革を行います。

日本共産党 透明で開かれた医療政策決定プロセス：地域から病院や診療科が次つぎなくなり、「お産が
できない」「救急車を呼んでも病院にたどりつけない」など、これまで「当たり前」だったことさえ
機能しなくなる事態が各地で進行しています。受け入れ先のない高齢者が「医療難民・介護
難民」となり、リハビリ患者が保険治療を制限されて「リハビリ難民」となるなど、国策による
「難民」も急増しています。こうした事態は政府の医療政策によって生みだされたものですが、
それらはいずれも、国民とかけ離れたところで議論・決定されてきました。
国の社会保障政策の重要事案が、非公開の“密室”で指示・作成されていることは、今年4月、

要介護認定改編をめぐる厚生労働省の内部文書の露見などからも明らかとなっています。
「診療報酬の総額削減」「保険外治療の拡大」など、この間の「医療改革」も、経済財政諮問
会議や規制改革会議など、財界首脳ら尐数の「有識者」で構成された審議会で方針化され、
国民と医療現場に押しつけられてきました。

現在は非公開となっている“実務者レベル”の会議も含め、医療行政の策定・具体化にかか
わる全ての会合の議事録・資料をすみやかに全面公開させます。厚生労働省に設置されて
いる審議会・検討会の校正を見直し、国民・患者代表の参加をすすめる機構改革を推進しま
す。「患者の権利」を明記し、医療行政全般に患者の声を反省させる仕組みをつくる「基本
法」の早期成立をはかります。経済・財政の基本政策を論議・答申する審議会のあり方も抜
本的に見直し、日本社会を公正に代表する機構へ転換をすすめます。

社会民主党



2. 医療政策の立案や評価に必要な情報や統計データの整備：
客観的データに基づいた政策の評価や決定を行い、「良質かつ効率的な医療」システムを実現する
ために必要な、医療・介護の質、需要やコストなどに関する情報をどのように整備しますか？例えば、

中医協の医療経済実態調査への回答を医療機関に義務づけてデータの信頼性を高めたり、日本で
不足している医療の質を明らかにするための疫学調査やレセプトデータの政策分析への活用を進め
るなど、具体的な内容とその達成期限を明記してご回答ください。

自由民主党

公明党 良質かつ効率的な医療システムを実現するため、必要な情報をどのように整備するかとい
うご質問については、国の責任においてエビデンスに基づいた取り組みを進める事が重要
と考えています。

しかし、政府の戦略的研究はいまだ不十分であり、積極的な推進が喫緊の課題であること
は論をまたないところであります。

詳細については専門家の検討に任せなければなりませんが、例えば、がん対策について言
えば、国として「がん登録」の早期実施に取り組むよう訴え続け、政府に対して再三再四、申
し入れ、統計データ整備の必要性を訴え続けているところです。

民主党 国民に根拠に基づいた良質な医療を提供するために、客観的なデータを集積し、評価・分
析を行うこうとが重要であると考えています。レセプトのオンライン化は、医療機関と調剤薬
局等が医療情報を共有しつつ、事務効率の向上、医療費の過大・不正請求の防止、検査や
投薬の重複チェックなど医療の透明化、平準化に資すると考えています。また、医療費の内
容と単価がわかる領収書が発行されるようにします。医療を提供する側と受ける側とが医療
の情報を共有しつつ、患者負担の軽減、医療連携を推進するという観点から、後発医薬品
の普及、電子カルテによる診療情報の伝達網等の整備を推奨しています。レセプトのオンラ
イン化などの導入にあたっては、とくに小規模な医療機関にとって人的・経済的負担が過度
にならないよう支援措置等を講じます。これらの施策を順次実施していきます。

日本共産党 医療に関する客観的データの提示や正確な統計情報の公開は、医療政策の国民的議論を
すすめる不可欠の前提です。ところが、厚生労働省が発表する国民医療費には、差額ベッ
ド代などの自費負担、正常分娩・予防接種などにかかる費用は計上されず、国民負担の実
態や医療・保健にかかる経費全体を反映したものとなっていません。また、国民医療費の
「将来推計」をめぐっても“水増し試算”と“下方修正”が繰り返され、過大に見積もられた医
療費推計が、「医療費亡国論」の根拠とされてきました。
国民の医療費負担、公的医療費と私的医療費の内訳、日本の医療・保健費の全体像を明
らかにする立場から、医療統計のあり方をすみやかに見直します。中医協の医療経済実態
調査のデータ精度を高めるため、次回調査（2011年）にむけて調査体制を拡充し、医療機関
への周知と協力要請を強化します。この間、各学会や研究機関が独自におこなってきた疫
学調査の結果も踏まえつつ、医療の質、地域医療の連携などの実状を明らかにする疫学調
査を国の責任でおこないます。

社会民主党



3. 医療政策を実行するにあたり国民に理解や納得を求めるメッセージ：
国民に対して理解や納得を求めるメッセージは何ですか？増大する医療費の財源を確保するために、税・保険料負担・窓口負
担などを今後どのようにしていくのか、またそれに対する国民の理解を得るために政府はどのような情報公開を行っていくのか、
医療資源を浪費しないための利用者側の自覚を促す教育・啓発やルールの制定をどのように考えるか、さらに、医療提供者と
患者・国民の相互理解を促し医療に対する満足度をあげるためにはどのような情報が提供されるべきで、患者・国民はそれを
どのように活用すべきなのかなど、国民に伝えるべきメッセージを具体的な内容を明記してご回答ください。

自由民主党

公明党 増大する医療費の財源を確保するなかで、具体的に取り組む政策には、緊急性の高い政策と、恒久的財
源を必要とし、税制の抜本改革が必要な政策とに分けて考える必要があります。そのために、事業仕分け
による徹底したムダの排除によって財源を捻出し、高額医療費制度の見直しなど、当面する政策課題に優
先的に振り向けていくことが大切です。
そのほか、恒久財源を必要とする政策については、消費税を含む税制抜本改革を行う中で対応しなけれ
ばなりません。しかし、税制抜本改革の議論をするにあたっては、広く国民に理解し納得していただくため、
昨年末に決定した「中期プログラム」の考え方に従って、①全治３年の景気回復②社会保障の機能強化の
具体化③行政改革・ムダ排除の徹底④消費税の使途を社会保障と尐子化対策に限定⑤消費税のみなら
ず税制全体の改革――の五つの条件が必須と考えています。

民主党 日本は今、医療崩壊の瀬戸際に立たされています。その主たる原因と責任は、「財政制約」という名目で医
療費削減及び医師数の抑制を続けたこの１０数年の政府にあります。
しかし、ここ数年、国民の皆様のあいだから草の根レベルで新しい動きが芽生えています。兵庫県立柏原
病院では子育て中のお母さん達が「小児科を守る会」を結成し、地域一体で医療を育てる活動を進めてい
ます。また、分娩時の不幸な事故で産科医が逮捕された福島県立大野病院事件をきっかけに、医師の過
酷な勤務実態と訴訟リストにさらされている現状が浮き彫りとなり、その解決に向けてさまざまな議論や運
動が展開されています。私たちは、このような地域の医療現場で立ち上がりつつある活動に「日本の医療
現場再建の”希望”」を見いだしています。私たち民主党も”医療志民”として、この希望を普遍化、全国化
するために立ち向かいます。
自公政権はこの５年間、毎年２２００億円の社会保障費を削減してきました。その結果、現在の日本は、
OECD諸国（先進３０カ国）の中で医療費の対GDP比が２２位、一人あたりの医療費は１７位、人口１０万人
当たりの医師数は２６位でOECD平均３１０人に対し２０６人となり、先進７カ国の中では全て最下位です。
日本の医療崩壊は、労働力不足が引き起こす過剰労働が大きな原因のひとつとなっています。その克服
のため、医療従事者の人材育成・活用・確保を効果的に進めていかなければなりません。
私たちは長期的には医療費を対GDP比でOECD平均の８．９％程度（現在日本は８．１％）まで引き上げる
ことを目指すべきと考えています。そのために、まず、１．２兆円の予算を投入する案を考えました。そして、
今後１５年間で「実動の医師数」を１０万人増やす計画を作っています。
国民健康保険を運営する自治体への財政支援を強化し、地域間の格差を是正します。わが国の医療保険
制度は国民健康保険、被用者保険（組合健保、協会けんぽ）など、それぞれの制度間ならびに制度内に負
担の不公平があり、これを是正します。医療保険については、国民皆保険を守ります。被用者保険と国民
健康保険を順次統合し、将来、地域医療保険として、医療保険制度の一元的運用を図ることにより、国民
の生命・健康を公平に支える医療保険制度を実現し、国民皆保険制度を守ります。高齢者の保険料負担
は現行水準の概ね維持または軽減、若年負担について現行水準の概ね維持、７０歳以上の自己負担を１
割、現行並み所得者については２割とし、医療給付費に占める公費割合の増加等を図ります。
医療を提供する側と受ける側とが医療の情報を共有することが重要だと考えており、医療費の内容と単価
がわかる領収書の発行、電子カルテによる診断情報の伝達網等の整備を推奨しています。また、医療事
故における「真相の究明」、「医療側の誠実な対応」、「事故の再発防止」を実現し、医療への信頼を高めま
す。

日本共産党 公的医療保障や医療体制の整備にかかわる国の予算の抜本的増額が必要です。日本の総医療費は
GDPの8.2%、公的医療費もGDPの6.7%で、いずれも先進国で最低レベルです。国民の長寿化や医療技術
の進歩による医療費の増加は本来、おそれるべきものではありません。ところが、歴代政権は「医療費削
減」の名で公的医療保険を切り縮め、医師数抑制や診療報酬削減で地域医療を危機に追いやってきまし
た。これを抜本的に転換し、公的医療保障の拡充と医療提供体制の再建の足を踏みだします。
その財源は、“所得や資産など能力に応じた負担”という、「応能負担の原則」をつらぬいてこそ安定的に
確保できます。国民のくらしを壊すような増税で“財政の帳尻”をあわせても失敗に終わることは、消費税増
税や窓口負担増の強行で国民生活が大打撃を受け、不況と財政赤字がいっそう深刻化した1997年の教
訓からも明らかです。日本の大企業の税・保険料負担は、ドイツやフランスの7～8割の水準に過ぎません。
「応能負担の原則」にもとづく税制・社会保険料の改革をすすめ、大企業や大資産家には社会的責任と応
分の負担を求めます。他の先進国よりも異常に高い薬価や医療機器の価格の実態にメスを入れ、医療保
険財政のムダをなくすことも必要です。個人と企業の税・保険料負担の国際比較、薬・医療機器の価格の
実態なども国民に示しながら、医療拡充の財源を確保する改革をすすめていきます。
医師・看護師不足の実態や、地域の医療機関の窮状を国民に知らせ、医療従事者の抜本的増員をはか
りつつ、受診数を適正化し、地域医療をまもる共同・理解を広げます。

社会民主党


